
空き家解体ローン 

商品名 空き家解体ローン 

ご利用いただける方 次のすべてを満たす個人のお客さま 

お借入れ時の年齢が満18歳以上で、完済時の年齢が８１歳未満の方 

収入がある方（パート・アルバイト・年金受給者の方もお申込みいただけます。） 

保証会社の保証が受けられる方 

（普通預金口座をお持ちでない方は、ご融資までに十八親和銀行窓口にて返済用口座として普通預
金口座をご作成いただきます。） 

資金のお使いみち 資金使途確認資料（見積書・請求書等）で確認ができ、ご本人または３親等以内のご家族が所有・共
有する空き家の解体資金。（ただし、事業性資金は除きます。） 

ご融資金額 １０万円以上３００万円以内（１万円単位） 

ご融資期間 ６ヶ月以上７年以内（６ヶ月単位） 

ご融資利率（年率） 

＜変動金利＞ 

一般口：３．３％（ご融資日の当行所定の短期プライムレート＋０．９２５％） 

補助金口（※）：３．０％（ご融資日の当行所定の短期プライムレート＋０．６２５％） 

（※）当行が提携する自治体から空き家解体にかかる補助金を受給している方のみご利用可能です。 

   当行が提携する自治体については、ホームページをご確認ください。 

＜利率の見直し時期および適用時期＞ 

・毎年４月１日および１０月１日に利率の見直しを行い、７月および翌年１月（増額返済併用の場合は、
増額返済月の翌月）の約定返済分から新利率を適用します。  

ご返済方法 元利均等毎月返済 

● お客さまがご指定された毎月決まった日（銀行休業日の場合は翌営業日）に決まった金額     
（元金＋利息）をご指定いただいた返済用口座から自動引落しさせていただきます。 

● ご融資額の50％以内＜1万円単位＞でボーナス時の増額返済もできます。 

遅延損害金  １４％（年３６５日の日割計算） 

担保・保証人・保証料 三井住友カード（株）が保証しますので、担保・保証人・保証料は不要です。 

（※）保証料はお客さまから銀行にお支払いいただく金利の中から当行が保証会社へ支払います     
ので、お客さまから保証会社へお支払いいただく必要はありません。 

繰上返済手数料 一部繰上返済、一括繰上返済ともに５，５００円（消費税込） 

指定紛争解決機関 当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。 

● 全国銀行協会連絡先 

   全国銀行協会相談室 電話番号：０５７０-０１７１０９ または ０３-５２５２-３７７２ 

その他 ● 十八親和銀行ホームページ（http://www.18shinwabank.co.jp） または 窓口にてご返済額を試算 

  いたします。 

● お申込みに際して当行および当行指定の保証会社（三井住友カード（株））の所定の 
  審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添いかねる場合があります。 

  なお、審査結果の内容については、お答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 
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